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〇美里町監査委員に関する条例等の一部改正
　地方自治法の一部を改正する法律が公布された
ことに伴い、引用条項にずれが生じたことにより改
正を行うものです。

○美里町税条例の一部改正
　地方税法等の一部を改正する法律等が公布され
たことに伴い、所要の改正を行うものです。
〇美里町文化財保護条例の一部改正
　第１８条（調査及び報告）において、文言の整理
を行うものです。

条 例 の 改 正

補正額 ５，４５３万円
補正後の額 ５５億６，４１７万円

令和５年度 一般会計補正予算（第３号）専決処分

・ミムリン応援チケット給付事業	 2,760万1千円
　75歳以上の高齢者及び障害者手帳をお持ちのか
たに対し、美里町商工会で利用できる１万円分の
ミムリン応援チケットを配布するものです。
・障害者福祉事業	 356万 7千円
　町内に所在する障害者施設に対し、運営経費の
負担を軽減するため補助するものです。

・介護保険事業	 716万 2千円
　町内に所在する高齢者施設に対し、運営経費の
負担を軽減するため補助するものです。
・保育所運営事業	 75万 6千円
　町内に所在する保育所や認定こども園に対し、
運営経費の負担を軽減するため補助するものです。
・上水道会計繰出金	 1,544万 4千円
　水道使用料の基本料金６ヶ月分を減免するため
の費用を水道事業会計に繰り出すものです。

●歳出の内容
電力・ガス・食料品等の価格高騰に対して、緊急に支援を講じる必要がある事業等の予算が計上されました。

補正額 ３億１，３１０万４千円
補正後の額 ５８億７，７２７万４千円

令和５年度 一般会計補正予算（第４号）

・庁舎管理事業	 68万 3千円
　役場庁舎敷地内にある浄化槽の老朽化に伴い、
修繕を行うものです。
・交通安全対策事業	 20万円
　今年４月から努力義務化となった自転車利用時
のヘルメット着用の普及を促進するため購入費に対
し助成するものです。
・財政調整基金積立金	 2億 8,600万円
　地方財政法の規定により、決算剰余金の約１/２
を積み立てるものです。
・保育所運営事業	 73万 9千円
　新たに障害児保育対策事業の対象となる障害児

を受け入れている保育所に対し補助金を交付する
ものです。
・予防対策事業	 13万 9千円
　令和４年度感染症予防事業費等国庫補助金の精
算による返還金です。
・農業振興事業	 	216万円
　埼玉県の事業である「埼玉野菜プレミアム産地づく
り事業補助金」を認定新規就農者に交付するものです。
・土木管理事業	 892万1千円
　住民サービスの向上や業務の効率化を図るため、
紙媒体で保管されている境界査定資料等を電子化
するものです。

●歳出の主な内容

　修繕料、購入費助成、積立金、補助金、返還金、委託料のほか、前年度繰越金や職員の人事異動に伴
う人件費などの予算が計上されました。

自転車に乗る時は、自分自身を守る為にヘルメットは必需品です。




